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第1表通常訴訟事件,略式請求事件の処理状況
(平成21年～30年）－高裁・地裁・簡裁

(注） 1延べ人員（同一被告人につき別件が係属した都度累積計上）である。

2平成30年は速報値である。

〔参考グラフ〕

通常訴訟事件,略式請求事件の推移

10,000 120,000

１
１100,000

8,000

80,000

6,060 1
1

1
６
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
日
Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
７
１
ｌ
１
■
■
■
■
。
■
０
■
９
４
１
■
９
■
９
０
日
ｕ
０
Ｊ
■
，
０
１
■
ａ
１
ｐ
１
０
４
Ⅱ
Ⅱ
９
０
４
８
日
■
■
■
■
■
■
■
、
ｌ
Ｊ
ｊ
Ｊ
ｎ
ｑ
〃
ｌ
‐
ｆ
‐
り
り
‐
Ｉ
Ｉ
ｆ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｄ
６
Ｖ
０
０
卜
ｊ
１
ｆ
ｌ
ｌ
０
９
Ｉ
Ｈ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
７
Ｉ
‐
Ｊ一

60,000

’

4,000 1

40,000

2．000

20，000

ﾂ≦
人員0

ｰ一

21． 22 23 24 25 26 27 28 29 30
｡

(平成）

21 22 23 24 25 26 ．27 28 29 30

年次《平成）

20,000･ i

18", ’
800,000

「
ｄ

▲

Ｉ

Ｖ

ｊ

Ｏ

ｐ

Ｐ

‐

ｂ

ｊ

‐

』

？

＃

令

Ｊ

０

Ｉ

ｊ

ｌ

０

ｐ

Ⅱ

０

０

Ｆ

ｆ

』

Ｂ

０

Ｌ

０

ａ

７

０

ｄ

０

■

０

Ａ

リ

ム

Ⅱ

Ⅱ

０

１

９

０

凸

り

り

１

４

‐

１

０

４

６

●

日

ｆ

，

４

Ｊ

１

６

０

。

ｑ
４
４
ｑ
■
４
．
■
ご
ｒ
曰
伊
●
ｑ
ｄ
ｆ
ｒ
ｃ
』
。
，
Ｄ
７
ｆ
ｌ
◆
９
今
日
１
，
６
‐
９
０
４
１
〃
◇
４
０
１
４
‐
９
Ｊ

０
口
０
１
４
１
６
冊
，
６
日
！
＃
凸
Ｉ
ｌ
ｑ
４
■
ｈ
４
ｊ
Ｆ
Ｌ
Ｇ
Ｏ
ｐ

簡裁

i・ 1

16.000 ↓

600,000
1

14,000 サ

12.000

400jOOO l10.000
■

ｑ

６

則

Ｊ

４

ｇ

Ｐ

Ｉ

０

Ｇ

二

口

司

ら

■

ｆ

Ｄ

Ｕ

ｆ

ｇ

■

Ｂ

７

ｆ

ｒ

０

６

■

Ｉ

■

Ｕ

Ｐ

ｌ

ｂ

■

Ｉ

Ⅱ

１

日

Ｏ

ｊ

Ｌ

Ｐ

ｆ

Ｉ

■

１

１

■

Ｉ

■

Ｉ

Ｄ

Ⅱ

Ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｐ

？

Ⅱ

１

．

０

１

ト

■

０

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｒ

Ｉ

０

Ｉ

8,000

6．000

厩ﾖ，いI
4畑0 卜 ，

｜ ’’ ？ ；
2，000 苧 －－，－．

TT ’ ’十-－－．－…-‘--℃ i順o－－－－u－上－－－－－_＝
21 22 23 2425 26 27 28 29 30

年次（平成）

200,000

24 25 26 27 28 29 30

=l~

、
、 区分、

、

年次

、寺

、

b

、

､△

、

、､．

■＝一一一一マー ﾏ ュ LLマ

平成21年
一一■－

､22

23

、

ゅ・
凸

24
■

一 L 斧白 ㎡ 4

音
一
一

溺
妬
一
”
一
邪
”

一
一

30

通 常 訴 舩 ，事 件

高 裁 地 裁 簡 ・ 裁

新受人員既済人員未済人員

-鰯r~ ~一頭蒜~一遍葱
一 一一一一一や－℃qⅡ■‐ﾏ ｮｰ一一一一一一

6,803
｡■『々■･▲ ･ 毎

6,824!

砿61－－" I

6j091

5,905
０
１
８
，
‘
卒
１
１
１
．
，
－

Ⅷ
柵
一

一
－－

5,976

5,750

寺

．

↓

一一

6,856；
全 ･▽ 、 0 与

1,590
『 ‐十 ③ー~P

7,006 1,408

6,619
△ 盲. ､~ ●

6,108

5，8901

6,0781
。 、韓~－b･ - ' ･ I

5,9101

二謡I

1,345
一一一一屯へも

1,328

1,343

1,282

1,496

1,374
○ﾏつ一一一一

1,414.

新受入員|既済人・員未済人員
92,777 I 92,324

、

0
．

q

Q

24,831

距塑zI
80,608 i

●

『

９

卸

－

１

１

．

『

可
一
一
卿
一
川

一
布
一
、

72,776；
一 一・マニー、 ． 0－一一← 、 ‐心

■ー－－●

75,5“
qロ 』釣＝Lーつ■L q 旬争

●

ザ

６

Ｊ

Ｉ

88,399

器驚’
一一寺一一~一十一

71,904’

22,819

22,539
一一一 一一一

20,732
-一式マ . 秒一子一‘●－．6＝一や一罰

20,599

０
－
４
－
５
℃
９

Ⅷ
一
加
一
Ⅷ
一
Ｍ

一
③

０
６
；
雪
１
‐
季
，
。
ｆ
‐
す
！
」
ｉ
ｆ
《
●
ｒ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｂ
Ｉ

狸
哩
掴
・
郷

氾
一
泓
一
澗
一
的
．
一一一一一~一・『. "‐

68,1631

争一一一◇ ◇写一一両｡

21,654

･

新受人員|既済人員未済人員

一
一

廻
坐一一

一
や

０
，
１
１
イ
，
‐
１
４
！

６
●
一

仙
臺
Ⅷ
一

１
１
－

qL 二rL Q■

13,496 2,141
一ﾏーーーー

12,382 1,923
凸一一

11,284 1,752

10,202 1,655
－

9,842; 9,912 1,585
で．~. ～ ？

Ｇ
ｆ
０
Ｄ
０
ａ
Ｐ
ｇ
ｏ
Ｏ
０
Ｂ
１
●
Ｏ
Ｇ
ロ
Ⅱ
Ｄ
０
ｑ
７
０
７
０
ｂ
■
且
守

棚
一
側
一
棚
一

＝ L▲･一幸寺PC一画台

6,681
●

＝‐－ー△ひ咽q

6,197 ’

柵
一
・
Ⅷ
一

１ ５ １２
〃

一
↓
も

記
一
訂
一
町
》

７
－
９
－
１
『

＆
一
風
》
Ｚ
一

6j724
ケ 凸 吟 や

1,216
叩 ゴ ローマ▲~一一△七一一

6,167 1,246

略式命令

請求事，件

（新受人員）

一

438,435
+ 二 ●一垂司李 =一争一～

406,070
一一一一ヨー÷+＝一一一句一 色凸争一一F ､一宇F

369,670

345,150

け一 つ一一

312,248
ウウー■ ヨ ー凸=一七一己＝凸凸一

284,342

275,994
■一一一一－一

262,491
■ 旬 ■一争甦－

＝ F ザ

242,970
も 今一･一･ヶ争一一一→①←

222,478



一－

〔参考グラフ〕通常第一審事件の新受人員の推移（昭和24年～平成30年）一地裁
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(平成21年～30年）一高裁．地裁第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳

(注） 1概数である。

2長期係属実人員とは,係属2年を超える事件の実人員〈同一被告人につき複数の事件があっても弁論が併合
されている限り1人として計上）である｡

第3表事案複雑等を事由として審理期間が2年を超える長期係属事件の合議（法定・ ‘
；裁定） ．単独別，罪名別審理長期化の事由 （平成30年末現在） －地裁

１
２
３
．
４
５
６

１注！ 件数建てである。

複数罪名の事件については，審理長期化の事由と密接な関係があるものとして報告のあった罪名によった。

1件で複数の事由がある場合には，各欄に重複して計上した。 ．

「組織的犯罪処罰法」は， 『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の略である。 ．

｢過失運転致死傷」には，平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪（自動車運転過失致死傷）を含む。
（ ）内は係属事件数に対する％である。
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〔参考グラフ〕事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移 (平成11年～30年各年末現在）一高裁･地裁・簡裁
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係属2年を超える事件の実人員である。

高裁については特別権限による第一審事件を除く。

概数である。

(注）1
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第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況
(平成21年～30年）一地裁・簡裁

4回一r

2 「うち即決裁判手続同意確認のための請求」にはう刑訴法350条の17第1項（平成28年法律第
54号による改正前の刑訴法350条の3第1項）による即決裁判手続同意確認のための請求のあった
被疑者数を計上した。 ：

3被疑者段階の国選弁護人請求の新受人員及び既済人員の各｢総数」には，勾留請求が却下されたため，
国選弁護人選任請求が却下されたものも含む。
4平成30年は速報値である。
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2平均開廷間隔は，平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。
3 （ )内は終局人員に対する％である。
4平成30年は速報値である。
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3 （ ）内は終局人員に対する％である。
4平成30年は速報値である。
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第8表通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員
（平成21年～30年）一地裁・簡裁

(注） 1実人員である。

2 「通訳翻訳人が付いた被告人」には, .証人についてのみ通訳人（手話を含む。 ）が付いた場合等
も含む。

3平成30年は速報値である。

〔参考グラフ〕 通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移
（平成21年～30年）－地裁
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第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員
（平成26年～30年）一地裁・簡裁

(注） 1実人員である。

2被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件には，証人等についてのみ通訳人が付いた場合等を含まない。

また,終局人員は有罪のほかに無罪，移送等により終局した人員を含む。 .したがって，本表における

「総数」は，第8表の「うち通訳翻訳人が付いた外国人」とは一致しない。

3平成･30年は速報値である。
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第11表刑訴法332条による移送人員

（平成21年～30年）ー簡裁

第10表簡易公判手続決定人員と決定取消人員
● (平成21年～30年）一地裁･簡裁

l

届
I

(注） 1実人員であ.る6

2. (B).は，簡裁の法332条によ
る移送人員とは一致しないが，統計
上は近似する6 ．
3概数であり，平成30年は速報値
である。

(注） 1 実人員である。
2 「自白人員」とは，法定合議事件を除く終局人員中公訴事実全部について自白し，かつ，法
律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実を主張していない場合の人員であ
り, 「簡易公判手続決定（決定取消）人員｣とは》当該年度に決定（決定取消).された人員で
．ある。
3平成30年は速報値である。
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第12表即決裁判手続により審判が行われた人員
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実人員である。

平成30年は速報値である。
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１
１

第13表控訴申立人員及び控訴率

(平成21年～30年）－地裁・簡裁

(注） 1

2

3

実人員である。

判決人員は有罪人員と無罪人員の合計である。

平成30年は速報値である。
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(平成21年～30年）－高・地・簡裁総数第14表犯罪被害者保膜関連法に基づく賭制度の実施状況

１
房
函
Ｉ

2犯罪被害者等の権利利益の保浪を因るための刑事手暁に付随する措低に関する法律及び縫合法律支援法の一郎を改正する法律(平成25年法律第33罰により.民事上の争いについての
刑率陦陸手続における和解の規定は,｢犯扉被害者保理法第13条1項又は2項｣から『犯罪被害者保襲法”9条1項又は2項｣に改められた(平成25年12月1日施行)．
3 「証人簿秘匿｣, ｢裁定騎求｣及び｢弁唆人等閲鷲腸劉(平成28年12月1日施行)の数値については,当”件の絡局日を基誼に叶上している．
4「付添い〕..『達へい｣,『ピ識ﾘﾝｸ(樽内)｣.『被害者秘函， 『重見陳述j‘「被害者等閲”写｣及び『和解』の数値については,平成28年までは決定毎がなされたBを基皐に針上していた
が,平成29年以降は当餓事件の終局日を基単に計上している(なお,雫成28年以前に決定等がなされ平成溺年に事件が終局したものについては,侠定等がなされたBを基皐に計上している.)．
この計上“日の変更により,平成29年の数値は一時的に減少することとなるので麺されたい．

平成21年
一一一一一一一一一一一一!．

簡裁

合針．

平成22年
一一一ぞ－亜△一～一一三 P

商･地･簡裁

合計

…3年
一一古 一一．一一二

禰繭~.．
合計

平成24年
レー

商｡
旬

｡

平成26年
－－｡ 口＝ 』 ■一一■一▲一

高･地･簡裁

合評

,平成2鐸，

高･埴･簡織

合計

､平成27年．
P-p､ 凸 七一一一一一

高・増･田裁

合計

、 平成配年
平成29年

． （注)4

~蕎踊冒薗蕊一
合計

平成30年

~祷る地･傭裁
合計，

総鼓
丑■ 凸●ママ一一一一

寓・埴･箇戟
合計

付
添
い

虹人尋問の腺に付震いの措匿が採られた匪人の徴
一一一一一一 ｡－争も■F凸奇○可 マタ①

一一－ 二‐■ ■ 冬一上上 ● ●一勺 つ－句T司臼 ー一一夕 ﾛ 一・℃ターー L q早一タ 早｡=－ ● 勺 ●一申一一一一一● 令一 q－－一○＝｡＝■ロー凸一一●－一一一一一一一一土一一一一｡ー
b 色

意見陳述の際に付添いの槽魔力&採られた被害考辱の数。
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(平成30年）－地・簡裁総数
第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（処断罪名別）

(注） 1 「終局人員数」は, .終局した被告人の人員数であり，実人員である。

2 9灘は,有罪の場合は処断罪名,無罪その他の場合は終局時において当骸事件について掲げられている所因の罪名の
うち, ･法定刑が最も重いものであるため，被害者参加制度の対象罪名とは異なる場合がある。

3被害者等の数は，延ぺ人員である。

4 『 （準）強制性交等」には. ･平成29年法律卿2号による改正前の（準）強姦及び集団（準）強姦を含む。

5 「（準）強制性交等致死傷」には，平成29年法律第72号による改正前の（準）強姦致死傷及び集団（準）

強姦致死傷を含む。

6． 『危険運転致傷」及び「危険運転致死』は，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2の罪をそれぞれ含む。

7 「過失運転致傷｣及び「過失運転致死』は，平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(.自動車運転過失

傷害及び自動車運転過失致死）をそれぞれ含む。 、

8 「強盗･強制性交等」には,平成29年法律第72号による改正前の強盗強姦を含む。
9速報値である。

第15-2表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（年別）
(平成21年～30年)－地･簡裁総数
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第16表刑事損害賠償命令事件の処理状況

（平成20年12月～30年）一地裁

１
２
．
３

ｊ注ぐ 件数建てである。

平成2o年はいずれも計上はなかった。

平成30年は速報値である。 ．

第17表刑事損害賠償命令事件の終局区分別終局件数

(平成20年12月～30年)－地裁

(注） 1件数建てである。

2 「決定.その他｣は,民訴法'4'条の準用により，決定で申立てが却下された齢などである。
3 「その他」ば，犯罪被害者保砿法25条（平成25年法律第33号による改正前の同条19条を含む｡.）により終局したもの，当事者の死亡等にも

かかわらず，その地位を承継ずるものがいないために事件が終局したものなどである。 、

4 「却下･27条1項1号｣は平成25年法律第33号による改正前の犯罪被害者保薩法21条1項1号． 「却下･27条1馳号｣は同改正前の同法21条1項
2号， 「却下･27条1項3号」は同改正前の同法21条1項3号, . 「却下･27条1項4号」は同改正前の同椥1条1項4号,． 「終了・38条1項』は同改正
前の同法32条i項， 「終丁’38条2項1号｣は同改正前の同法32条2項1号， 「終了･38条2項2号』は同改正前の同法32条2項3号により鯛した
ものを含む。

5平成20年はいずれも計上はなかった。

6平成30年は速報値である。
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(昭和55, 60年,平成2， 7， 12， 17， ，22， 26～30年）一簡裁･地裁

第18表逮捕状の請求と発付等

(注） ‘1
2

延べ人員である。

平成30年は速報値である。
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第20表勾留請求と勾留状の発付等
－◆●ひつ一

一寺一一一

(昭和55, 60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 26～30年）一簡裁・地裁

’
四
○
Ｉ

2 （ ）内は職権により発付された人員で外数である。
3平成30年は速報値である。
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保釈人員及びその割合
60年，平成2,7, 12, 17, 22, 26～30年）－簡裁･地裁

第21表通常第一審における勾留，保釈請求，

（昭和55,

2 「勾留状が発付された人員」 とは，第一審において受理時に既に勾留されていた人員及び受理後，終局前に新たI
勾留状が発付された人員をいう。
3保釈が請求された人員には,同一被告人に対して時を異にして保釈の請求があったときはその都度1人として計一
した。 ’

4勾留率は，新受人員のうち勾留状が発付された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。
5保釈率は，勾留状が発付された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。
6保釈許可率は，保釈が請求された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。
7平成30年は速報値である。

－21－

廷 ｡
●■

r-,
, 1

、

、

ら

､ 華

． 、

9

勺

1

裁
判

、

I
０

０

０

ｊ

Ｂ

９

Ｄ

１

ｑ

廿
凸
■
■

角

、､｡､．
、､、

矛

赴
々

も
▽

所j年次

、
●

、

区分

●
Ｌ
■

、

、

ﾐ

●

、
勺

迅
U

句

、
●

、

そ

新受人員|菱
(A)

▲
ｑ
〃
ｂ
§
４
６
〃
旧
０

I

I

の年
勾留
発付
た人

(B)

Ｆ
◇
。
“
Ｐ
℃
Ｐ
も
‐
、
ｌ
甲
，
４
４
．
０
毛
■
６
■
Ｉ
■
■
ｂ
９
Ｄ
寺
３
Ｆ
０
‐
Ｌ
，
ｈ
ｏ
６
１
ｌ
Ｌ
０
与
り
、
９
卜
ｄ
０
ｐ
－
Ｊ
９
ｑ
ｆ
■
■
ｑ
０

中
状
さ
員

その年中
に保釈が
請求され
た人・員

(C）

ｑ
？
Ｑ
ｆ
ｂ
■
■
■
■
ｑ
■
■
Ｕ
Ｆ
Ｒ
Ｄ
ｐ
６
１
ｒ
Ｏ
Ｄ
９
！
■
ｂ
Ｕ
ｏ
Ⅱ
Ｉ
Ｄ
Ｂ
■
■
ｒ
Ｆ
８
凸
１
０
も
。
◇
９
９
４
１
１
。

その年
保釈が
された

中に
許可

人員

■

り

終局前の)i終局後⑧
！

』 由

■
Ｊ勾留率|保 釈保釈率保 釈

｜請求率 許可率
日
呼
９
Ｉ
４
Ｕ
ｑ

. B C ! D I D+E
ｊ

ｆ

ｐ

０

』

ず

１
１
１

’

A_ B I B I C

% i % | % |
、 I

％

総

数

■ ●

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

一ヘ●もの､ゲ J1幸合

26
－

27

28

29

30

1,716
◇
↓
ず
も
ｖ
ブ
ー
ザ
●
且
ｇ
■
■

859

19,150
、勺･一夕--

14,224

≠～句

ｆ
Ｆ
Ｌ
ｒ
３
Ｐ
０
＃
Ｐ
ｊ
ｒ
ｆ
３
ｅ
ｒ
ｆ
Ｄ
卜
ｂ
■
Ｆ
Ｄ
■
ｂ
ｑ
Ｉ
Ｂ
ｂ
９

今

57,683 1 39,598
-．一今竺｡P･･･妙争-劃.一司一"→､． ロ,心､￥ ザ′ 芋ｸ・ 三島舎民｡｡…ペーー君一，

61,693 29,301

. 115,911 ’

115,899i

49.9 68.6

53.2

▼
ｊ
Ｏ
９
Ｔ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
ｊ
ｌ
■
Ｕ
９
ｑ
Ｏ

47.5

『
、
■
日

33.21 5267
1

23.1 51．5

79,850 43,922 20,814 11,008. 640 55.0 47.4 25.1 56.0

84,028 50,850 17,501

109,728 67,卯6
●

０

厚

。

。

□

も

■

Ｉ

‐

。

。

■

■

18,292

･8,958

8,831

374 60.5 34.4
甲

282
９
■
寺
グ
岨
も
ｆ
洩
り
Ｉ
Ｆ
■

61.9 26．9、

17．6
寺竺一一ぴむ" e副■壷､‐＝，~毎今…~~■一

13．0

53.3
●

49.8

130,221 82,798 19,539 10ｳ396
巳

▲
１
Ｆ
１
１
８ 310 63.6 23.6 12.6 54.8

98,551

81,470

83,387

65,125
早當ｳ･ ､ ,グーーー｡－，0凸P5､一ヰ ョ

54,670

55,440

20,809
今耗･ ‘ 号夕､･牛去匂.－恐み．f 吟bー.､ U

21,544

11j741
彰.苧｡L 』 ・・ ﾛ 全一●一

12,683

22,812 .14,233

477 66.1

693 67.1

『

802 66.5

32.0 18.0 58.7

39．4
今一一合一ウヂ･凸▽､

一一一4161

て
り
■
ｆ
Ｇ
Ｄ
ｑ

８
１
ｒ
，
一
・
ｆ
’
４

●↓

１
１

23.21
←． ･－．－4．－、

25.7
J

J

、62.1
一｡ .,｡｡-ｵｰﾏも一一吟ダー

65.9

､78,891

０
６
Ⅱ
Ⅱ
″
ず

51,279
ぐ
７
０
町
▲
９
４
０
１
４
４
■
９

23,918 15,018 1,127 65.0 46.6 29.3 67．5

75,511 48,614 23,294
◆

■ ◆

15,230 1,360 64.4 47.9 31.3 71．2

75,225 47,107. 22,520 ､15,329 1,464 62.

0

6 47.8 32.5 74.6

簡

裁

昭和55年

60

平成2．年

7
~＝ 一 . ■ ･色白■ 七 ● 寺 ・ 可』

12

17

22

26
6

27

28
ローず‘ヂ■－守口ｰの←｡→ ■－5－－=．－ず傘‘℃一一

29

30

26,923 13,248 4,830
●

2;422 49 理9.2 36.5 18.3
T
か ●

今
Ｉ
Ｉ
Ｌ

51.2

2幾958 12,996 3,237
● ＄

1,657 46 52.1 24.9 12.8 52.6

16,087 9,0671 2,148
9

1,292 18 56.4 23.7 14.2
句

61.0

14,884

15,587

…一

8，947
－

9j621

－●_Wi_i_
1,282

７

●

邑

巳

Ｉ

ｆ

心

ｐ

０

ｂ

899
一-0,■ごvrｰ△『一”凸竜一 ,ざ

722

10
＝ｰ"一宮ー、ｰ－÷～一一→サゥ一一今｡ユ■ー

一■

60．1
ｰ. ､ーL J Q ＝マグ､､寺－－1ゴテークヘーq

61．7

18.1

13.3

－－ 尋

・
川
一
湖

56.0

56.3

18,491 11,246 1,345 759 5 60.8 12.0 6.7 ･56.8

12,164 8,210 1,257

▼
町
甲
Ｔ
４
ｊ
１

661
e

､3 67.5i 15．3
・ リ

‘ I
守

０

９

△

8.1 52.8

8,694 5,482 1,276 .703 4 63.1 23.3
▲
６
１
印
０
■
ｑ
ｑ
ｄ
且
■
Ｐ
ｂ

12.8‘ 55.4

7,821
竜一角←マヶF一守上七一●ー●－－コ一一,旬-

6,991

6,681

4,859
一, F◇■－ﾀ今9 凸一一一一＝一

4,034

3,827

P

16210

57．7
－

57．3

一口少～いもT ■ご－一5

ロ
９
。
。
～
９
９
４
６
，
５
５
６
？
，
し
み
，
Ｄ
・
Ｂ
Ｐ
Ｒ
９
千
Ｊ
５
０
勺
ｒ
ｄ

恥
一

・
一
・
加
一
型

－一

口
！
？
く
り
ｆ
ｊ
ｄ
Ｆ
ｊ
↓
ｉ
Ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
・
ｆ
９
Ｊ
０

716
F 』eザやケユ声一

682

寺一も壬…マーーP4や一一4－－一クマやや｡一一壬一心寺凸F℃‐

1,295
今…-“－－～－．－－－－～･÷一.◆ ‘‘一・一～-舎・－－－奎.･痔一

3

ニギー

↓

678 11,233

28.4

で
Ｄ
Ｐ
、
■
■
．
。
‐
１
４
▽
、
１

14.7
●

･52.6

32.1
今 』甲一一一一ローー一一一

１
１
4

ヰーママ昔嘩苛・ヘーグ壷口

16.9

32.2 17．7

４
－
９

３
《
６

５
－
５

－
Ｆ
Ｉ
Ｇ
，
谷
タ
ー
ク
？

､6,197 2j650 1,122 515 7 42.8 42.3 19.4 46.5

地
裁

昭和55年

60

平成2年

T
可◇ 甲司 り字 亨■一輔一い一◇￥

12

17

22

26

27

28
－* 且 e ~司 子℃凸 rcや－←､一いみ匙 や1 ､

29

30

88,988

F 争 守 亙

90,941
q■

、巳子｡，ママや管b－ローーレや､季一一

63,763

『 今A1一F ？

69,144
◆

←や.・ や一一甲ローロ FヤザPQ β' ▽

94,141

111,730

86,387

72,776

75,566

71,900
. ”､……"r･_2－学舎"-.‘...一．

68,830

69,028

44,435 34,768 16,728

48,697
～ー~､…一. ~;、

34j855

26,064 12’567
-』 - 一一一・寺守争っ－￥甲助一. 』" ,-. .= ヂ ｰや甲っマゾ”ず｡､-..-ロー･､ざ､､巳一

18,666 。

ｔ

ｆ

伊

も

9,716

41,903 1

58,285 1

15,878-1 8,059
.. F ･一.'-キヘモーーー一一・己一毎段 ‐･ ･一一一・や己A』帝一坪一一一

17;0101 8,109

71,552 ･18,194 9,637

56,915

49,188

19,552

20,268

11,080

11,980

50,581 21,433 13j517

47,245
..…裳~､デー雫~.､=~･の､=‘～

44,787

22,623
ヘ・ ...……,利～戸一丁･一屋.ヴ

22,061

14,336
L~ ■巴･仁司屯r･ ･一一一や茸』~T一口一戸一一⑤

14,552

44j457 21,398 ’ .14,814

1,6671 .49.9 78.2 37．6 52．9

５
－
７

●
」
■

３
－
４

５
－
５

４
・
ウ
ザ
：
『
、
今
ニ

タ
、

朏
一
棚
．

、53．5 25．8 51．3

53．6 27．9 イ 55．4

364 60.6 ’
９
０
６
１

＆
37.9 19．2 53.0

282

305

61．9
－－－－－－．－－･先

64.0

29．2 13．9 49．3

25．4 13．5； 54．6

474 65.9 34●､今・ ム 19.5 ･59.1

689
勺 ,ゅ 3←■ 4巳早 ･rOｰ令い -一一一一』

792

－一手■

67．6
－ｰ｡－.一

66．9

41.2 24．4
一』ず, ｡ ．一一a一宇～トー一口ー･ 色や哉 垂 口-世一律一ムローニ令守◆

42.4

十
ｒ
ｆ
ｒ

･蛤少●．

62.5
ー◇一一ﾛ ｵ ｰﾏ ◇ｰ公甸や■ Jも一一…一一ヶ

26.71 66．8

1ｳ117
--.---…_一一一…

1,336

↓
卜
、
ｂ
１

65．7

65．1

1,457 64.4

両－1 －一ー←一

47．9

49．3

48.1

３
０
－
０

●

●
』
●

８
２
－
６

６
７
－
７

一
一
一
一

ｊ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｊ
１
－
Ｊ
，
‐
・
３
０
１
一
ｆ
ｌ
Ｊ
ｆ
Ｉ
ｒ
ｉ

伽
一
伽
一
伽

一
一
一
一



一

第22表準抗告事件の処理状況 （平成21年～30年）－地裁
－

(注) ‘ 延べ人員であり，平成30年の数値は速報値である。
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2 1人で複数の終局区分がある場合には，最も左にある区分のみに計上した。

3 「その他」は，入院・通院の申立て以外の申立てにおける却下（法51条2項,法56条2項及び61条2項）のほか,移送や敏下げである。
4平成30年の数値は速報値である。
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